
記載伊k申込割
(コメ新市場開拓等促進事業(令和8年産))

(参考3)

※令和7年産からの主な変更点は赤字とする。



申込書の記載伊1(項目1,2)

(様式第1

・申請者の氏名、住所等を記載する。

・法人、集落営農の場合は代表者の記載も必要。

1.申込者必,
フりガナ

氏名又は法人

フりガナ

代表者氏名住.ん.映..)

都司

①新市場開拓用米、加工用米およぴ米粉用米の場合

''

00

^^^

・Vを入れる領ヌリ組む

品目)のは、今回交付を

申請する品目。2

''

00

農業

マ事業で取り組む品昌にJを入れτくナい

マ作付面積、事業取組面積は、市単、小数点以下切り捨ての数値

▽作付面横にウいτは、事業への品目以外でも作付する(した)

^^^^

・前年とは令和7年、当年とは令和8年、翌年とは令和9年とする。

・前年産及び当年産作付面積は、今回交付を申し込まない品目でも、コメ新市場開拓等促進事業の対象
品目を作付をする(した)場合は記入する(ポイント算定・要イ牛確認{こ必要)。

・品目毎の事業取組面積は、実需者との取引契約に基づき出荷・販売する数量相当の面積を地域の合理

コメ新市場開拓等促進事業取組計画書

チェック欄

堕盆単』又'ごを用いて算定する。(※営農計画書の記載に当たって用いている単収と合わせる。)

・「うち、多収品種力口算面積」欄と「うち、多収品種力口算相当数量」欄は、実需者との取引契約に基づき設
定する。

・このとき、「多収品ネ動口算面積」は「多収品種の作付け+3つの耳薪且」を行う面積を上回る面積とし、また、
「多収品種力n算相当数量盆多収品ネ動U算面積X地域の合理的な単収」という関係となるよう設定する。
(多収品オ動U算面積は、「地域の合理的な単収を用いて算定した面積」と「当事業に取弊且む面積」のうち
小さい方となります)

※事業の取

組品目にJ

を入れて下

さい

1-

ゾ

品目

市場開拓用米

ゾ

U工用米

製1

ゾ

前年産

作付面積

(市)

※事業の取組品

目以外も作付L

た場合はご記入

下さい

粉用米

当年産作付面積と本事業取組面禎は異なる場合が島ります。

「当年産事業取組面稿」欄には、低司スト牛産等の取組を各品目で確実に3つ以上行う予定の面稿(=支援対象面碩)で商ワて

実需者との契約取引に基づく出荷・販売数量に応Uた面撲を記載してください。

酒造好適米

「多収品種加算面犢」には、多収品種加翼を受ける取組面橘を記靴してください。なお、多収品種加算を受けるには、多収品種の導入のほか3つ以上、計ιつの取組を行う必要が南ります

「翌年産ブロ"ローナーカン取組面積」には、翌年度にブロッケローテーショソを予定Lている面積があれぱ記載してください

当年産

作付面楕

(市)

瑛事業の取組品

目以外も作付す

る場合はご記入

下さい

4000

計

1 000

面積

(耐)

0

3 000

当年産事業取組

2500

出荷

販π

契約数量

(kg)

8,000

2,00

100

?0000

5000

うち

多収品種

加算面積

(市)

33,000

※1

500

10000

うち、

多収品種

加算相当

数量

(kg)

3000
一戸一

210

10000

翌年産

プ Uツウ

ローテション

取組面橿

(市)

1500

R9年産事業取組

500

■一'

」 1旦

面積

(市)

5000

"ーーー

出荷

販売

契約数量

(kg)

J-"

_-J

RI0年産事業取粗

.ー"

0

ーーーー
__-J

5000

0

面横

(ー)

4000

出荷

皈冗

契約数量

(k命

・翌年産ブロックローテーション予定面
積には、令和8年度に本事業に取り
組む面積のうち、令和9年度にブロッ

クローテーションに取り組む面積を記入
する。

_-J

2



申込書の記載伺K項目1,2)

(様式第1

・申請者の氏名、住所等を記載する。

・法人、集落営農の場合は代表者の記載も必要。

1 申込者必V

'"' 1
氏名又は法人・組織宅,
フりカナ

代表者氏名はA 鵬の刷

②酒造好適米の場合

''

00

^^^

2

住所

''

00

農業

マ事業で取り粗む品目にゾを入れてください。

V祚付面積、事業取組面積は、 M単位で、小融点以下切り捨ての数値

V 作付面積に?いtは、事業への取組品目以外でも祚付する fした)

取組品目・面積必須

^^^^

・前年とは令和7年、当年とは令和8年、翌年とは令和9年とする。

・前年産及び当年産作付面積は、今回交付を申し込まない品目でも、コメ新市場開拓等促進事業の対象
品目を作付をする(した)場合は記入する(ポイント算定・要イ牛確認に必要)。

・「面積」欄は、3つ以上の取組を行引実際の作付面積」を記入する。
・「出荷・販売契約数量」欄は、実需者との取引契約を踏まえた生産数量を記入する。

※作付面積と契約数量から算出された単収が、過去の実績や近傍のほ場等と比較して明らかに低いと判断する
場合には、本交付金の交付対象とならない場合がありますのでご留意ください。その際、酒造好適米は主食用米に
よる代替力勒かないことを踏まえ、凶作に備えて需要量や生産数量よりも契約数量を少なく設定する場合があること
に鑑み、需要量に応じて適仞な生産が行われている範囲において、これを考慮できることとします。

コメ新市場開拓等促進事業取組計画書

(〒000-0000)

00県00市00町1-

チェック欄

酒造好適米に
ゾを入れる
さし

V

品目

新市場開拓用米

地域農

加丁用米

棄1

y

・R9年産およびRI0年産にっいても、当年産と同様に計画を記入する。

米粉用米

前年産

作付面積

(市)

棄事業の取組品

目以外も作付し

た場合はご記入

下さい

当任産作村面積と本事業取組画積は巽なる場合があります。

「当年産事業取組面積」棚にば、低コスト生産等の取組を各品目で確実に3つ以上行う予定の面積(=支援対

実需者との契約取引に基づく出荷・販売数量に応じた画積を記載Lてください

「多収品種加算面稿1 仁は、多収品種加算を受Uる取組画殖を記載〔,、Cください。なお、多収品種加算を受【

「翌年産ブロプ如ーテーション取組面栢」には、翌年度にプロッウローテーションを予定Lている面磧があれば記載

,造好適米

「一ー

プコ三^ー、
ノ,、3、

産

作イ、積

※事業の組品

目以弭も寸す

る場合はご入

下さい

上記を踏まえ コ(、=L

4000

計

1000

面積

(市)

0

3000

当年産事業取組※1

2500

8000

200

販売

契約数量

(kg)

1,00

20000

5 00

うち

収品種

^^

3300

_')

加

10000

うち

多収品種

加算相当

数量

3000

(州)

貝が適切か,

_'フ
1 500

10000

翌年産

フ山ク

ロー1ション

取組面積

(市)

^

_.^

R9年産事業取組

芸^
口iし、(ー

5 000

・翌年産ブロックローテーション予定面積には、令和8年度に本事業に取弊且む
面積のうち、令和9年度にブロックローテーションに取り組む面積を記入する。

面橿

(市)

^

J-"

出荷

販うC

契約数量

住蔀

00

^^

RI0年産事業取粗

ー^

既

0

".ー.ー

面積

(市)

4,000

出喬

販寺

契約数量

無即

^

ーー.ー

2,000

^^^

^

-J

2,000

^^

^^

1,000

3

一



3 実需者※との契約の有無について必須

棄本事業における実需老とは、加工等を行う食品製造事業者や外食・中食業者の擢か、輸出を代行する輸出事業者、酒蔵や酒造組合等です

マ取リ組む品目毎に、(1)~伯)につぃて該当する場合、具体的な実需者名((のには、集出荷業者等名も併ゼて)を必ず記載Lてくださし

▽添付書類として、葉出荷業者等や実需者との販売契約妻の写しや、契約を締結する計画等を提出Lてくださし

a)

直接、実需書と販亮曼

的を都結Lτいる又は

鰯結する計画を有しT

いる場合、実需者名を

宕槻仁記駐

新市場開拓用米

f 2 )

集出苛業老 UAや卸充

業者)等と由有契約を

鰯陪L、毛の集出脊業

者等が空需者と販売契

杓症鶴結」ている又け

締枯する計画を右Lて

いる嶋合、焦出荷事棄

者名と実需岩宅を宅棚

に記駄

'" 1

株式会社

00

全臭オンターナショナル

申込書の記載伊K項目3)

加工用米

株式会杜

00

全豊井ンターナショナル

f 3 )

農業者(申込者)が

直接、加工等を行ウτ

いるなど、実需者の役

割を薫ねτいる場合

加工等の取矩内容を右

欄に記載

酒嚴が日"生産1、ナ

米を加王する場合1二

製晶、貭風1半靴の使印

数旦この1も自一巳

芹Jる.臼痔好適半の伊

用融量毛記戯

米粉

上記表で史需者名等の欄が不足するなどの場合には以下に記載してくだし

モの場合、品目も併せて記載Lてくださ、

・取り組む品目毎に、必ず(1)、(2)

又は(3)に該当してぃる必要があるほか、
必ず実需者名等を記載する。

・(1)及び(2)には、具体的な実需
者名((2)には、集出荷業者等名も併
せて)、(3)には、加工等の具体的な
取組内容を必ず記載する。

・特に、酒造好適米で酒蔵が自ら生産した

米を加工する場合には、記載様式に則り、

(3)に必要事項を記載する。

・集出荷業者等や実需者との販売契約書

の写しや、契約を締結する計画等について、

当該申込書の提出時に添付が必要。

・実需者名が分からない場合は、集出荷業
者等に確認する。

立

JA

00

舮

1◆了牛号亭岩毛"t嶋きに【

株霊会社

00

記山まとま U を行0むほ埠に◆いξ生修されることまた'd.,1、盾一卸議全雲●安宇師な生屋に向廿た休言1が整ワtいることが"要ザ・す

キコ'1: r

超沙

h,黒十穀田便用最霊

この?乃自"生直する酉造艀通米

の佳用數畳

▲'昭

二■如

・上記表で実需者名等が書ききれない場合は、

残りをこちらの欄に記載する。
4

.」
て
し

一

宴
需
老
名

加
工
等
の
取
鞠
内
客

実
需
者
宅

焦
出
荷
章
者
等
宅



4.実施する取組

0新市場開拓用米、加工用米、米粉用米、酒造好適米に取り組む方は記載

※郵収品桓加算を受ける場合には、以下にVを入れ、【)に品番名を記入Lて下さい

3収昂樋_如算

兇延宅

※品目毎に30以上の取粗メニューにゾを入れて下さ見

なお、多収品種加算を受ける場合には、取組番号Bに"を入れ、多収に0を付L、()に品種名を記量Lた上で

これ以外に3つ以上の取組メニューにーを入れて下さい(多収品重の導入十3うの取組を選択)

番号

新布場開拓用米

1

1

直播栽培

取組メニュー

2

コ

聴植栽培

3 高密座攝極育苗叢培

ι

加1用米

] イ

プール育苗

卿

000

新市場開拓用米

5

申込書の記載伊1(項目4)

且湯種子糾毒

6 効串的な移植栽培

口

1

選択

{

作期分散

口

8
士壌診断等を踏まえ大施

士dくり

加工用米

9

口

効牢的な施肌

・取組番号13を選択する場合には、ゾを入

に品種名を記載した上で、当該れ、

品種が有するすべての特性に0を付してくだ
さい

10

口

口

効率的な農薬処理

Ⅱ

口

化字腔起の使用量削減

米粉用米

1?

口

・都道府県農業再生協議会が地域特認メニューを設定
する場合は、それを選択することも可能。

化学屡桑の便用量削戴
^^^^^

n

口

団

書収品糧.島且耐"品,工ぱ甕島1畢

、"rゞ'矛 J

^

U

^

1ι

百量好週米

・多収品種加算を受ける場合には、取り組む品目毎に、

Vを入れ、()に品種名を記入して下さい。

^^^^^

農業機械の共向利用

口

15

口

日

スマート風業胤器の活用

田

M

口
^^^^

ほ場由宗の温室効果ガスの削

俄

■

口

白

ι温へ"t酋、ー

口

〔竜収(1i^、

・取り組む品目毎に、確実に実施する目蹄且メニユーを3つ

以上選択してゾを入れること。

・多収品種加算を受ける場合には、耳畔且番号13にゾを
入れ、多収に0を付し、 に品種名を記載した上で、

これ以外に3つ以上の目畔且メニユーにVを入れること。

(多収品種の導入十3つの取組を選択)

・実際に行った目薪且メニューが3つ以上となるよう、ほ場の

状況等により作業が不要となる可能性のある取組メ

ニユーを選択する際は注意すること。

(例えぱ、ドローンによる追加防除を実施する予定で「ス

マート農業機器の活用」を選択していたが、防除の必

要性がなくて実施せず、結果として取組数が3つ末満

となった場合は、助成要件を満たさないこととなる。)

・取組メニユー毎の耳蹄且基準にっいては、別表参照のこと。

/

W

団

地域特認メニュー

団

口

19

...

^^^

口

地域特認メ里1-

団

口
^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20
地域特認メニュー

]

16^高温】
{

口

団

団

^^^^

U

ーー^ー

コ

口

{}(」

口
^^^^

口

f便面趣即再剛
〕 (

口

口

即

、」

口

'''

口

^^^

口

ー.ー

L_1

口
^^^

口

) 1

口

「「

{高"1

団

^^^^

口

ーー^ー

口

口

口

e 当践品撞が有する

オぺτの糖性にウを

付Lτくださし

口

口

口

口

ー'ー

口

口

口

,
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー

ー
ー



5.確認欄(以下の口にゾを入れ、署名をしてください)

口 国の他の助成事業(当年産に係る事業(水田活用の直接支払交付金のうち
産地交付金を除く))で支援を受けている又は受ける予定となっている取組
は選択しておらず、補助金等の重複受給はありません。

本事業で支援を受けた水田の面積については、当年産の水田活用の直接

支払交付金の戦略作物助成(加工用米、米粉用米)及び都道府県に対する

産地交付金の取組に応じた追加配分(新市場開拓用米)の対象面積から除

外されることについて了承します。

口

取組を実施しても、採択審査の結果、助成対象とならない場合があることに口
ついて了承します。

口出荷・販売契約書や出荷・販売伝票等の証拠書類を事業翌年度から5年間
保管し、地域農業再生協議会や地方農政局等からの求めがあった場合に
は、提出します。

以下の場合には、交付金を返還すること、又は交付されないことに異存あり口
ませ'ノ。

・本計画書に基づく内容において、虚偽の申請をしたことが判明した場合
・正当な理由なく、本計画書に記載した対象作物を作付けていないことが判
明した場合
・本計画書に記載した対象作物について、必要な出荷・販売契約等の締結
をしていないこと、適切な作付け・1剛音管理・収穫等が行われていないこと
や、正当な理由なく、出荷・販売をしていないこと、その他交付要件を満たす
取組が行われていないことが判明した場合
・必要書類が保管されておらず、要件を満たすことが確認できない場合や提
出を拒む場合
・地域農業再生協議会等による適正な事業執行等のための調査に応じない
場合

・左記の誓約事項に同意できる場合は、日付を記載
し、署名を行う。

申込書の記載伊K項目5)

6

必須

上記確認内容に同意すること、助成対象となっ大場合には、確実に取組を実

施

するとともに、取組の結果報告を行うことを誓約します。
U

・5つの確認項目をよく読んで、同意できる場合はそれ
ぞれゾを入れる。

氏■
里

=
●


